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Ⅱ貯金保険制度のあらまし
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　貯金保険制度と預金保険制度は、共に信用秩序の維持を目的とする公的な
制度で、それぞれの根拠となる法律で「貯金者（預金者）等の保護及び経営困
難農水産業協同組合（破綻金融機関）に係る資金決済の確保を図るため、農水
産業協同組合（金融機関）が貯金（預金）等の払戻しを停止した場合に必要な
保険金等の支払と貯金（預金）等債権の買取りを行うほか、経営困難農水産業協
同組合（破綻金融機関）に関し、合併等に対する適切な資金援助、管理人（金融
整理管財人）による管理及び金融危機に対応するための措置等の制度を確立し、
もって信用秩序の維持に資すること」と規定されており、この目的達成のために行
われる制度改正も両制度が歩調を揃えて行われてきていますので、両制度で保
護される貯金（預金）等の限度額などの貯金者（預金者）保護の内容はすべて同
じとなっています。
　なお、預金保険制度について、詳しくは、同制度を運営している次のところにご
照会ください。
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　農業協同組合及び漁業協同組合等は、信用事業以外に経済事業（農水産物
の販売、飼料や農薬等の購買など）等を兼営している総合事業体であり、一般の
金融機関とは異なること等から、農水産業協同組合の貯金者を保護する貯金保
険制度と一般金融機関の預金者を保護する預金保険制度がそれぞれ制度化さ
れています。
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　「第1部　貯金保険制度の概要　1（1）貯金保険制度の役割と運営主体」
の項（2ページ）を参照してください。

　「第1部　貯金保険制度の概要　1（2）対象農水産業協同組合」の項（2
ページ）を参照してください。

預金保険機構 照会窓口 ☎ 03－3212－6029
ホームページ（http : //www.dic.go.jp）

貯金保険制度と預金保険制度では、それぞれの貯金
者・預金者保護の内容に違いがありますか。

貯金保険制度の対象となる農水産業協同組合はど
んなところですか。

貯金保険制度はどのような制度ですか。


